
方
自
治
が
よ
り
一
層
の
発
展
を
遂
げ
、
そ
の
役
割
を
果
た
さ
れ
る
よ
う
祈
念
し

そ
の
運
営
に
貢
献
さ
れ
た
各
位
に
深
く
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、

的
な
変
化
、
価
値
観
の
多
様
化
が
進
み
、
多
く
の
課
題
に
直
面
し
て
い
る
状
況

て
、
私
の
祝
辞
と
い
た
し
ま
す
。

発
展
に
対
す
る
期
待
は
、
国
民
の
等
し
く
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
え
ま
し

何
よ
り
も

き
い
こ
と
は
改
め
て
申
し
上
げ
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

と
は
い
え
、
我
が
国
の
地
方
自
治
が
、
今
日
の
充
実
を
み
る
に
至
っ
た
の
は
、

●
卜
一
℃
『
ノ
○

に
あ
っ
て
、
地
域
社
会
を
支
え
る
地
方
自
治
の
重
要
性
の
認
識
と
そ
の
健
全
な

れ
て
お
り
、
こ
の
間
裁
判
所
も
、
そ
の
職
責
の
遂
行
に
努
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

増
進
に
多
大
な
寄
与
を
し
て
き
ま
し
た
。

備
、
拡
充
さ
れ
、
地
方
自
治
は

性
を
高
め

典
が
挙
行
さ
れ
ま
す
こ
と
は
、
誠
に
意
義
深
く

こ
の
間
、
地
方
自
治
を
め
ぐ
る
仕
組
み
は
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
と
自
立

本
日
の
式
典
に
当
た
り

地
方
自
治
法
に
は
、
自
治
行
政
上
の
紛
議
を
解
決
す
る
司
法
手
続
も
定
め
ら

天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
臨
席
を
仰
ぎ
、
地
方
自
治
法
施
行
七
十
周
年
記
念
式

日
本
国
憲
法
の
下
に
、
新
し
い
地
方
自
治
制
度
が
発
足
し
て
か
ら
満
七
十
年

祝

地
方
自
治
に
直
接
携
わ
る
関
係
各
位
の
お
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大

個
性
豊
か
で
活
力
に
満
ち
た
地
域
社
会
の
実
現
を
図
る
べ
く

平
成
二
九
・
一
一
・
二
○
東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム

〔
地
方
自
治
法
施
行
七
○
周
年
記
念
式
典

辞

地
方
自
治
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み
に
思
い
を
致
し
、

我
が
国
社
会
の
発
展
と
地
域
住
民
の
福
祉
の

お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

今
「
ｐ
Ｈ
、

経
済
の
構
造

今
後
、 L ノ

地 整

●
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平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
日

最
高
裁
判
所
長
官

寺

田

逸

郎

、


